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１ はじめに

２００４年１１月，奈良県で小１の女児が性犯目的で誘拐さ

れ殺害されるという事件が起き，それをきっかけとし

て，性犯罪者に関する情報の取り扱いやその処遇がマス

コミで話題とされることが多くなっている。特に，犯人

として逮捕された人物が過去に性犯罪を行って受刑した

経験があったことから，アメリカのように性犯罪者に関

する情報を警察等が管理し，一定の範囲で公表すること

を求める法律，いわゆるメーガン法（注１）の制定を求める

論調も見られるようになっている（福田，２００５）。

アメリカにおいては，４０年以上前から性犯罪者の取り

扱いが問題となっており，１９６０年代には，合衆国の半分

以上の州で性犯罪者の取り扱いに関する特別法が制定さ

れていた。その後，強制的に治療プログラムを受けさせる

こと等が憲法で保障された基本的人権を侵害しているお

それがあるとして，多くの州でこれらの法律が廃止され

ているが，性犯罪者に対する特別な処遇プログラムは維

持されていた（Sapp and Vaughn,１９９０；Small,１９９２）。

そして，１９９４年にニュージャージー州で起きた女児強姦

殺害事件をきっかけとして，再び性犯罪者の取り扱いが

注目を集めるようになり，上述したメーガン法が制定さ

れている。その後，多くの州で同様な法律が制定されて

おり，裁判所においてもそれらの法律が合憲である旨の

判決が出ている（Trivits & Reppucci, ２００２；田

中，２００４）。また，性犯罪者を強制的に治療プログラム

に参加させることについても，合憲との判断が下されて

いる（伊藤，２００２）。

それに対して，日本においては上述した女児誘拐殺人

事件以前には，性犯罪者の処遇が大きな問題となること

はなかった。その大きな理由としては，アメリカに比べ

て圧倒的に性犯罪者の数が少ないということが言え

る（注２）。それでも，性犯罪者に対して特別な処遇が必要

であることは，一部の専門家は強く主張しており，その

ための試みもなされている（藤岡，２０００；林，松田，藤

丸，２０００；林，藤丸，松田，２００１）。しかし，それらは

犯罪者処遇に関わる専門家や各矯正施設個々の工夫と努

力によるものであり，系統的で組織的な取り組みとは言
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いがたい。前述した奈良女児誘拐殺害事件を契機とし

て，法務省矯正局において，性犯罪者処遇にかかる研究

会が発足しているが（矯正局成人矯正課，２００５），まだ

明確な方向性を打ち出すには至っていない。

本稿は，まず何故性犯罪者は特別な処遇が必要なのか

について触れた後，筆者が少年鑑別所（注３）や刑務所で性

非行少年や性犯罪者との面接を行なった経験を通じて理

解した彼らの抱える問題について述べ，最後に，性犯罪

者を処遇していく上でのポイントについて筆者の考えを

述べることとする。

２ 何故性犯罪者には特別な処遇が必要なのか

刑法上規定されている性犯罪は，強姦や強制わいせつ

から，公然わいせつやわいせつ文書の頒布等まで，その

範囲は広い。また，売春行為等も性に関連した非行とし

て考察されることもある。しかし，犯罪心理学的には，

攻撃的な意味の強い強姦や強制わいせつと，風俗犯とし

てのわいせつ文書頒布等を同じ範疇として考えるべきで

はない。また，公然わいせつとして規定される行為の中

でも，個人による性器露出行為と営業としてのストリッ

プでは，その意味はまるで違う。さらに，窃盗や強盗の

一部には，下着等などのように性的な意味合いが強い行

為も含まれている（山田，１９８２；大川，１９７５）。その中

で，これまで性犯罪として研究の対象となってきたもの
の多くは，攻撃的な意味合いの強い強姦や強制わいせつ

である。それは，攻撃的な意味合いの強い性犯罪は，被

害者に与える破壊的な効果が大きく（Brown and

Finkelhor, １９８６；Frazier, １９９０），同種の行為が反復さ

れやすいと考えられているからであり（Fehrembach, et

al. １９８６；Groth, １９７７），前述した性犯罪者を対象とし

た特別な治療プログラムやメーガン法が必要とされてい

るのも，それらの理由による。藤岡（２００１）は，性犯罪

者の抱える問題の深刻さに触れた上で，再犯のおそれの

強い性犯罪者に対する治療的な働き掛けの重要性につい

て強調している。

では，何故性犯罪者は同様な行為を繰り返すのであろ

うか。それは，彼らがその基底に様々な資質的な問題を
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抱えているからに他ならない。前述した藤岡は，性非行

は性的な欲求によるものでなく，性を通じて表現された
他者への攻撃あるいは支配であることを強調している。

Levin and Stava（１９８７）は，過去に行われた研究をま

とめ，性犯罪者は，社会性に欠け，自己イメージが悪く，

攻撃的な気分を抱きやすいという問題を持っていると言

う。Groth and Birnbaum（１９７９）は，彼らの臨床的な

経験に基づいて，強姦犯をその背景に抱えた心理的な問

題から，怒りからの強姦（anger rape），支配のための強

姦（power rape），サディスティックな強姦（sadistic

rape）の３つに分類している。彼らによれば，怒りから

の強姦は女性への攻撃性の表現であり，性行動を怒りの

発散の手段として使用しているのに対して，支配のため

の強姦は，自らの男性性への自信のなさを補償しようと

する試みであり，何らかの目的を達成することに失敗し

た際に，男性性を維持するために性犯罪を行なうとされ

ている。一方，サディスティックな強姦では，暴力その

ものが性的な意味合いを持っており，怒りからの強姦や

支配のための強姦においては，犯行時において勃起しな

いという現象が見られるのに対して，サディスティック

な強姦においては，常に性的に興奮した状態にあるとさ
れている。その他，いくつかの研究において，性犯罪者

は高い不安と低い社会的なスキル（Blaske et al.,

１９８９；Overholser and Beck, １９８６），衝動性（Overhol-

ser and Beck,１９８９），低い自己イメージ（Baxter et al.,

１９８４）を示すとされている。さらに，性的に暴力的な男

性は女性に対する敵意を抱いているとの研究も見られる

が（Hall, １９８９；Malamuth, １９８６；Rapaport and Burk-

hart,１９８４），それを否定する研究も存在している（Over-

holser and Beck,１９８６）。

一方，日本においては，性犯罪者に関する実証的な研

究は少ないが，高桑ら（１９７１）はロールシャッハテスト

の分析を中心にして，性犯受刑者の包括的な研究を行っ

ている。それによれば，性犯受刑者は情動面が不安定で

敵意感情が現れやすいグループ，不安感情が強く共感性

が乏しいが，普段は敵意を表に出さないグループ，上記

２群に属さず一次欲求に支配されやすいグループに分類
されるとしている。また，筆者（１９９５）は，性非行少年

の法務省式人格目録（MJPI）（注４）の特徴について，性非

行で少年鑑別所に入所した少年とそれ以外の非行で入所

した少年との比較研究を行ない，性非行群は非性非行群

に比べ，神経質で消極的な傾向を持った少年が多いこと

を見出した。

このように性犯罪者や性非行少年は様々な資質的な問

題を抱えており，通常の矯正施設における処遇では改善

が困難であるケースも少なくない。藤岡（２０００）は，少し

でも再犯・再非行の危険性を少なくするには性犯をター

ゲットとした特別な処遇が必要であると主張している。
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３ 性犯の抱える問題

性犯の背景には，�自己イメージの悪さ，�女性への
攻撃性，�女性に対する依存欲求，�低い社会的スキ
ル，�ストレス耐性の乏しさといった問題があると考え
られる。以下これらの問題について述べていくこととす

るが，下記の中で触れる事例は個人が特定できないよう

に改変及び抽象化を加えているので，ご了解いただきた

い。

� 自己イメージの悪さ

性犯罪者や性非行少年は，一見おとなしく気弱な印象

を与えることが少なくない。前述した筆者の研究（佐

藤，１９９５）でも，性非行群は，法務省式人格目録の自信

欠如尺度で非性非行群よりも有意に高い得点を示し，プ

ロフィールにおいても神経質で内向的な型を示した少年

が多かった。彼らの多くは内心に自己イメージの傷つき

や自分の能力に関する不安を抱えており，性非行はそれ

を補償するための必死な試みであると同時に，最も安易

な手段となっていると考えられる。例えば，年少者への

強制わいせつを反復した男子少年の場合，幼少期から父

母の喧嘩が繰り返され，頻繁に母親が家出をしていたと

いう家庭環境の問題が基底にあって，自分の存在が十分

に受容された経験が乏しいままに成長し，肯定的な自己

イメージが育っていない。しかも，学校でいじめられる

という経験をしたため，ますます自己イメージが傷つ

き，その後付き合い始めた不良仲間の中でも使い走りの

ような存在になってしまい，自分の存在に全く自信が持

てなくなっている。彼にとって，女性を意のままにする

ことができる強制わいせつという行為は，そのみじめな

自分から一時的にでも脱却し，自分の力を実感できるも

のであり，先輩に理不尽な命令をされたり，学校で孤立

するなどのストレスが強まると，同様な行為が反復され

ていた。

一方，一見すると自信満々で“強い”と思われる人の

場合でも，同様な機制が働いている場合がある。すなわ

ち，彼らの自信満々な態度は，自分でも認めたくないと

思っている内面の弱さを押し隠すためのものであり，そ

れだけに女性にばかにされたり，見下されたと感じるこ

とに耐えられず，自分の強さを確認するために性犯に至

るのである。このような事例の場合には，次に述べる女

性への攻撃性と結びついていることが多く，必要以上に

女性を貶めるような言動を示すことが少なくない。

� 女性への攻撃性

性犯罪者・性非行少年の多くは女性に対して攻撃的な

感情を抱いていることが多いが，それは女性への畏怖心

の裏返しであると考えられる。例えば，同じアパートに
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住む女性を強姦した事件では，犯人は同棲していた女性

と性交渉もあり，性的な欲求不満とは考えにくく，社会

生活上も営業職として相応の成果を上げており，当初は

性犯に至った動機を理解することは困難であった。しか

し，詳しく聞いてみると，普段から年長の同棲相手に生

活を支配された状態にあり，攻撃的な気分を内向させて

いたことがうかがわれた。そのために，同棲相手との些

細な喧嘩をきっかけとして，内向させていた攻撃性を表

出させ，しかも直接それを同棲相手に向けることができ

ないことから，同じアパートの同棲相手と同じ年代の女

性に向ったものと考えられた。

また，性犯ではないものの，よく似た機制の粗暴事犯

も存在する。女遊びが激しく，短期間で付き合う女性を

変えていた男性が，ある女性に別れを切り出したとこ

ろ，既に別の男性と付き合っていた旨伝えられ，そのこ

とが我慢できずに暴力を振るったという事案である。別

れ話を切り出したのは男性側であるので，女性の言動に

何故それほど怒りの感情を抱いたのか了解が難しかった

が，彼にとって女性は“遊ばれて当然であり”，その女

性が自分を“遊んでいた”という事実は，自らの男性性

を傷つける重大な行為であり，そのために激しい怒りを

抱いたものと考えられた。この事案の場合には，前節で

述べた自信の乏しさの問題も抱えていて，自信満々で女

性を食い物にするような生き方の基底には，女性に対す

る畏怖心やおそれがあり，それを払拭するために女性を

価値下げするような生き方をしていたことが推測され

た。

このように，性犯においては自信の乏しさと女性への

攻撃性は，両者が結びついて働いていることが多く，そ

の背景には母子関係の問題がうかがえる。例えば，威圧

的な母親の下で，小さい頃は母親の言いなりになってい

た男性が，母親に対する恐れと恨みの感情を抱いて，そ

れを性犯罪の形で表出するというケースもある。一方

で，放任的でほとんど子供と関わろうとしない母親の下

で生育した男性が，依存欲求の不満と母親に対する否定

的な感情を抱き，女性との接触を求めながらも女性を貶

めたいという気持ちが強く，性犯罪に繋がっているケー

スもある。

� 女性に対する依存欲求の不満

性犯罪者や性非行少年の中には，女性に対する依存欲

求を適切な方法で満たすことができず，それが性犯罪に

繋がっている場合もある。上述した母親への両価的な気

持ちが性犯に繋がっているケースがそうであるが，あま

り攻撃的な意味合いの感じられないケースもある。例え

ば，女性とうまく付き合うことはできないが，女性と触

れ合いたいという気持ちが強く，雑踏の中で女性に抱き

つくという行為を繰り返していた事案がある。彼によれ
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ば，女性に抱きつくことの魅力は暖かさと柔らかさを感

じることにあり，そこには女性的な感触との接触を求め

る気持ちがうかがえ，依存欲求の問題が存在していると

考えられた。家庭について聞くと，母親には鈍感な面が

あり，決して放任でも虐待でもないが，彼の気持ちをう

まく汲み取って関わるということができていなかったよ

うである。そのため，彼は母親にしっかりと受け止めて

もらったという実感が持てないまま生育しており，内心

に強い依存欲求の不満を抱えるようになっている。そし

て，それが女性的な暖かさや柔らかさを求める気持ちに

繋がって，上述したような抱きつき事案に至ったものと

考えられる。なお，この時点においては女性に対する攻

撃性はうかがえなかったが，内心に母親への不満を抱え

ていることから，今後より攻撃的な性犯罪に移行してい

くおそれが否定できないケースであった。

� 低い社会的スキル

前述した女性との接触を求めるケースにおいて，もし

彼が適切な形で女性と関わることができるスキルを持っ

ていたならば，性犯には至らなかった可能性もある。ま

た，低い社会的スキルは，周囲からの孤立や拒否などに

繋がることが多く，その結果として自己イメージを悪化

させるという悪循環に陥りやすいことも問題である。そ

の意味で，低い社会的スキルは，性犯の直接の動機では

ないものの，性犯を促進する要因の一つであることは間

違いない。そのため，社会的スキルを向上させることは，

再犯防止のための重要な方策の一つである。

� ストレス耐性の乏しさ

性犯の人の話を聞いていると，犯罪・非行の前に何ら

かのストレス事象が起きていることが多い。ストレスの

原因は，パートナーとの喧嘩であったり，リストラであ

ったり，職場での過重な業務であったりと様々である

が，そのような強いストレスのかかった状態に耐えられ

ずに，性犯罪が引き起こされている。そこでは，性犯罪

がある種の発散となっていたことは間違いなく，ストレ

ス耐性の乏しさが性犯を引き起こす一つの要因となって

いる。しかも，性犯罪がストレスの発散になるというこ

とが一度学習されると，強いストレスがかかると同様な

行為が反復されやすいことが問題である。その点で，ス

トレス状況に適切に対処できる能力を身に付けさせるこ

とは非常に重要である。

以上，性犯罪者・性非行少年が抱える問題について述

べてきたが，これらの要因は多くの場合単独で働いてい

るわけではなく，お互いに結びついて輻輳して働いてお

り，何か一つの問題を解決すれば再犯が防げるというよ

うな簡単なものではないことを，心に留めておく必要が

ある。
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４ 性犯罪者の処遇について

性犯罪者に対する処遇の有効性については，アメリカ

においては既に数多くの研究がなされている。Marshall

ら（１９９１）は，性犯罪者に対する処遇に関する研究をま

とめ，それらの処遇方法を，精神外科的治療，薬物療法，

心理療法，認知行動療法の４つに分類した上で，認知行

動療法と心理療法を併用した薬物療法が，これまでのと

ころ有効である旨結論付けている。それに対して，Furby

ら（１９８９）は，性犯処遇に関する４２の研究を分析した上

で，ほとんどの研究が方法論的な問題を抱えているため

に，明確な結論を出すことはできない旨主張している。

しかし現実には，認知行動療法が性犯に対する処遇技法

として一般的に行われるようになっており，その中でも

薬物依存者の治療モデルから採用された再犯防止（re-

lapse prevention）プログラムが主流となっている（Efta

-Breitbach & Freeman,２００４）。

藤岡（２０００）も性犯罪を嗜癖（addiction）の一種と捉

え，再犯防止のためのプログラムを提唱しており，ワー

クブックを用いた実践を児童自立支援施設等において行

っている（藤岡，２００５）。筆者の実感としても，性犯罪・

性非行は嗜癖的な側面を持っていると思われるケースは

少なくない。そのようなケースでは，疎外感・無力感→

ストレス→性犯・性非行→後悔・失敗感→疎外感・無力

感の強化→さらなるストレス→再犯，といったサイクル

を示すことが多く，問題の否認や最小化を行うといった

面を考えても，薬物使用と同様な嗜癖的側面が強いと言

える。

では，そのような性犯罪者・性非行少年を処遇してい

く上で重要なポイントは何であろうか。以下に筆者が考

えるいくつかのポイントを述べていくこととする。

� 動機付けの大切さ

藤岡（２００５）が強調しているように，性犯の処遇にお

いてまず大切なことは変化への動機付けを引き出すこと

である。非行少年や犯罪者は一般的に自分が問題を抱え

ていることを認めようとはせず，変化への動機付けが乏

しい。その中でも性犯罪者・性非行少年は，「（被害者が）

嫌がっているとは思わなかった」，「声を掛けたら車に乗

ってきたので，当然そのつもりだと思った」などと言っ

て問題を外在化したり，「魔が差してしまった」，「今回

で反省したので二度とやらない」などと“たまたま”や

ってしまったことを強調して，自分の内面に性犯罪につ

ながる問題があることを認めようとしない傾向が強い。

そのような性犯者に揺さぶりをかけて動機付けを導くこ

とが大切であり，それがうまくいかない場合には実際の

変化は期待できにくい。このような傾向は，同様に嗜癖

の側面を持つ薬物使用においても見られる。筆者が，刑
―１
務所において覚せい剤事犯者と面接をしていた際に，「も

う大丈夫です」，「これで懲りたので二度とやりません」

などと自信満々で語る受刑者の予後には不安を感じてい

た。むしろ，「二度とやらないと言い切る自信はない」

と述べる受刑者の方がまだ可能性があるように思ってい

た。これは，“自分はまた覚せい剤を使用するかもしれ

ない”と感じることによって，覚せい剤使用を誘発するよ

うな外的な要因を避けるようになることが期待されるか

らであり，また自分の力の限界を感じることで他者の援

助を求めるようになると考えられるからである。アメリ

カにおいては，変化に抵抗を示すクライエントに対する，

変化への「動機付け面接（Motivational Interviewing）」

という技法が開発されており，性犯に対しても有効であ

ると主張されている（Lambie & McCarthy, ２００４）。な

お，性犯の再犯に関わる要因についての様々な研究をメ

タ分析した Hansonら（１９９８）によれば，再犯防止の処

遇を完了した者は，完了できなかった者に比べて，有意

に再犯率が低いという結果が得られているが，これは処

遇の効果であると同時に，処遇を完了する者は変化への

動機付けが高いということも要因として働いていると考

えられる。

� 性犯のパターンを明らかにする

これは，手口等を明らかにするということではなく，

性犯に至る経緯のパターンを明らかにするということで

ある。前述したように，性犯には何らかのストレス事象

が先行していることが多く，藤岡（２０００）は性犯に至る

行動連鎖を性犯罪のサイクルとして提示している。そし

て，そのサイクルの中で，何が性犯のトリガーとなって

いるのか，どの部分を変えれば再非行に至らないのか，

あるいはどの部分を変えることが最も容易なのかを明ら

かにしていくことで，再犯防止につなげていこうとする

モデルを提示している。

このモデルを筆者の経験した事例に当てはめてみる

と，

性犯の実行

↓

後悔：二度とやらないという決意

↓

まじめな生活：仕事への没頭

↓

周囲からの信頼：仕事量の増加

↓

ストレスの増大：飲酒への逃避

↓

仕事上の失敗：自棄的な気分

↓
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ますますのストレスの増大：自己イメージの傷つき

↓
ストレス発散を求める：投げやりな気持ち

↓

気分転換を求めて AVを見る

↓

AVに刺激され再犯

といった流れが考えられる。このようなケースの場合，

往々にして「AVを見たから」，「お酒を飲んだから」と

いった理由付けに終始して，その背景にある自己の生き

方の問題には目を向けようとしない。それを，性犯に至

るまでの過程を丁寧に追っていくことで，性犯が自らの

生き方から生じてきたものであることを自覚させること

が重要である。その上で，どこに楔を打ち込めばこのサ

イクルを変えることができるかを明らかにしていくこと

が大切である。例えば，仕事量が増えた際に，自分の能

力を考えて断ることができていれば，上述したサイクル

に陥らずにはすんだかもしれない。そこには，“頼まれ

た仕事を断ると信頼を失う”とか“能力のない人間と思

われることは耐えられない”といった，論理療法で言う

ところの不合理な信念（irrational belief）が含まれてお

り，そのような非合理な信念を変え，“自分の限界以上

に引き受けて失敗するとかえって信頼を失う”とか“能

力のない人間と思われても首にならなければいいや”等

といった考え方に変えることができるならば，上述した

サイクルから抜け出すチャンスが出てくる。同様なこと

は，一度仕事を失敗した後の対応についても言え，「一

度失敗→ダメな人間」という図式ではなく「一度失敗→

次で挽回」という図式に変えることができるならば，再

犯に至るサイクルを変えることができる。このように，

性犯に至る過程を丁寧に明らかにしていくことによっ

て，どこを変えれば再犯に至らずにすむかというターゲ

ットを明確にしていくことが大切である。

上述した，変化への動機付けを掘り起こしていくこと

と，性犯に至るプロセスを明らかにしてターゲットとな

るポイントを明確にしていくことは，全ての性犯におい

て重要であり，その上で個々の必要性に応じて様々な技

法を組み合わせた処遇計画を立てていく必要がある。社
会的なスキルが不足している者には，生活技能訓練

（SST）を行なって社会適応能力を身に付けさせていく

ことが必要であろうし，それによって周囲との関係をう

まく維持することができるようになれば，自己イメージ

の改善にも寄与すると考えられる。一方，ストレス耐性

の乏しい人に対しては，適切な形でストレスを発散する

方法を探させたり，認知的な枠組みを変えることによっ

て，同じ事象であっても負荷の強さを変えていくといっ
た働き掛けが有効であろう。さらに，性犯をアディクシ
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ョンと考えるならば，AA（Alcoholic Anonymous）の

ような自助グループを組織することも望まれるし，性犯

の家族への支援といった問題も無視できない（注５）。しか

し既に述べたように，現在の日本においては性犯罪者の

処遇はようやく本格的に始まろうとしているところであ

り，どのような処遇も変化への動機付けなしには有効に

機能しないと考えられる以上，まずはどのように変化へ

の動機付けを掘り起こしていくのかに焦点を当てて処遇

を行なっていくことが大切であろう。

５ さいごに

本稿では，性犯の抱える問題について，筆者の矯正施

設における経験から述べた上で，性犯を処遇していく上

で大切と思われるポイントを，藤岡（２０００）のモデルに

基づきながら触れていった。すなわち，性犯は，自己イ

メージの悪さ，女性への攻撃性，依存欲求の不満，社会

的スキルの乏しさやストレス耐性の乏しさといった様々

な資質面の問題を抱えており，再非行を防止するために

は，特別な治療プログラムが必要であること，その中で

も特に，変化への動機付けを促す処遇や性犯に至るプロ

セスを明らかにする働き掛けが重要であることを強調し

た。

最後にメーガン法が日本に導入された場合に，どのよ

うな効果をもたらすかについての私見を述べたい。ま

ず，プラスの効果としては，一定の抑止力として働く可

能性は考えられる。もし，以前に性犯を行なった者が，

二度とやりたくないと思っているのであれば，その事実

が皆に知られているということが，ブレーキとなる可能

性がある。しかし，その一方で性犯罪者に関する情報が

公表されることによって，その人が社会から疎外される

ような状態になった場合には，かえって再犯を促進する

結果になるおそれも否定できない。前述したように，彼

らにとって性犯は自己イメージを回復するための必死の

努力であり，社会から疎外されることによってますます

自己イメージが傷ついた場合には，行動化が激しくなる

ことは必然的な結果であろうと思われる。ここで大切な

ことは，彼らが再び社会に戻ってくるという視点を忘れ

ないことである。現在の日本においては，死刑になるよ

うな犯罪を犯さない限り，多くの場合は再び社会に戻っ

てくることになる。そうであれば，その人をどのように

再び社会の中に統合していくのかという視点を持って，

処遇を行なっていくことが必要である。現在は，矯正施

設，保護観察所，医療や福祉などの機関が，それぞれば

らばらに性犯罪者に関わっているのが実情である。もし

性犯罪者に対する有効な処遇方針を導くのであれば，そ

れぞれの機関が有機的に結びついて処遇を行なっていく

ことが望まれる。
９４―
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注１ １９９４年６月に，ニュージャージー州でメーガン・

カンカという名前の７歳の女児が隣人に強姦され殺害

されるという事件が起き，その犯人が過去に２度性犯

罪によって有罪判決を受けていたことから，州政府は

性犯罪者の登録と公表に関する法律を制定した。この

法律は，被害女児の名前をとってメーガン法と呼ばれ

ており，過去に性犯罪で有罪判決を受けた者（少年及

び責任能力の問題から無罪とされた者等を含む）に対

して，地元の警察に名前や住所などの個人情報を登録

することを求め，警察はそれらの情報を住民に公表す

る必要があるとされている。その後，連邦政府が同様

な制度を制定することを各州に求める法律を制定した

ことから，多くの州で同様な法律が作られている。
注２ ２００２年のアメリカおける強姦の認知件数は９万

５１３６件であるのに対して（Bureau of Jsutice Statics,

２００３），日本における同じ年の強姦の認知件数は１３４２

件に過ぎない（法務省法務総合研究所，２００４）。

注３ 少年鑑別所とは法務省所管の国の施設であり，家

庭裁判所の観護措置決定を受けた少年を審判までの間

収容し，その資質の鑑別を行う機関である。なお，鑑

別とは医学，心理学，社会学，教育学等の専門的知識

に基づき，少年の問題を明らかにし，処遇の方針を策

定するという作業であり，具体的には家庭裁判所に向

けて鑑別結果通知書というレポートを作成している。

注４ MJPIとは，法務省式人格目録の略称であり，虚

構，偏向，自我防衛の３つの信頼性尺度と，心気症，

自信欠如，抑うつ，不安定，爆発，自己顕示，過活動，

軽操，従属，偏狭の１０の臨床尺度から構成されている。

注５ 性犯少年に対する包括的な治療のあり方について

は，針間（２００１）が詳しいので，そちらを参照された

い。
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Recently, professionals and general public have been paying attention to sexual offenders. The reasons are

� sexual offenses may cause seriously disruptive effects on victims, and � sexual offenders may keep their

offense pattern for long period without appropriate treatment. They have several psychological problems,

which are � negative self-image, � aggression toward females, � desire to contact with females, � low so-

cial skills, and � intolerance to stress. Important points in conducting a treatment for sexual offenders are to

make sexual offenders motivate to change, and to make clear a process how they make themselves commit

sexual offenses.

Psychological Dynamics and Treatment of Sexual Offenders

Toru SATO
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